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平成３０年第４回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（概要） 

種  別 件    名 件 数 

専決処分 訴えの提起 訴えの提起についての専決処分の承認について １ 

計 １ 

条例関係 一 部 改 正 伊勢崎市議会議員及び伊勢崎市長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条

例案 

ほか２件 

３ 

計 ３ 

財政関係 決 算 認 定 平成２９年度伊勢崎市一般会計歳入歳出決算認定について 

ほか１２件 

１３ 

補 正 予 算 平成３０年度伊勢崎市一般会計補正予算（第１号） 

ほか３件 

４ 

計 １７ 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町 の 区 域 町及び字の区域の変更並びに字の区域の廃止について １ 

請 負 契 約 伊勢崎市文化会館長寿命化改修工事請負契約の締結につい

て 

ほか４件 

５ 

財産の取得 消防ポンプ自動車の取得について 

ほか２件 

３ 

損 害 賠 償 損害賠償の額を定めることについて １ 

指定管理者 公の施設の指定管理者の指定について １４ 

市 道 路 線 市道路線の廃止について １ 

計 ２５ 

合  計 ４６ 
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※ 報 告 

  第１８号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

  第１９号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第２０号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第２１号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第２２号 和解及び損害賠償の額を定めることについての専決処分の報告について 

第２３号 （仮称）新学校給食調理場建築工事請負変更契約締結の専決処分の報告につい

て 

第２４号 （仮称）新学校給食調理場給排水衛生・厨房設備工事請負変更契約締結の専決

処分の報告について 

第２５号 （仮称）新学校給食調理場空調設備工事請負変更契約締結の専決処分の報告に

ついて 

第２６号 （仮称）新学校給食調理場電気設備工事請負変更契約締結の専決処分の報告に

ついて 

  第２７号 平成２９年度伊勢崎市土地開発基金運用状況について 

  第２８号 平成２９年度伊勢崎市美術品等取得基金運用状況について 

  第２９号 平成２９年度伊勢崎市健全化判断比率の報告について 

  第３０号 平成２９年度伊勢崎市資金不足比率の報告について 
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平成３０年第４回伊勢崎市議会定例会提出予定議案（内容説明） 

種別 番号 件  名 内  容 主管課名 

専決処分 １２０ 訴えの提起についての専

決処分の承認について 

土地使用承諾等請求事件に

ついて、訴えを提起すること

に伴い行った専決処分の承認

を求めるもの 

消防本部

警防課 

決算認定 ７５ 平成２９年度伊勢崎市一

般会計歳入歳出決算認定

について 

歳入決算額 74,201,425,773円 

歳出決算額 71,713,778,474円 

歳入歳出差引残額 

2,487,647,299円 

財政課 

７６ 平成２９年度伊勢崎市小

型自動車競走事業費特別

会計歳入歳出決算認定に

ついて 

歳入決算額 15,753,770,718円 

歳出決算額 15,465,936,891円 

歳入歳出差引残額 

287,833,827円 

財政課 

７７ 平成２９年度伊勢崎市学

校給食センター事業費特

別会計歳入歳出決算認定

について 

歳入決算額  2,431,309,265円 

歳出決算額 2,369,544,754円 

歳入歳出差引残額 

61,764,511円 

財政課 

７８ 平成２９年度伊勢崎市国

民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

歳入決算額 24,406,156,595円 

歳出決算額 23,670,511,883円 

歳入歳出差引残額 

735,644,712円 

財政課 

７９ 平成２９年度伊勢崎市後

期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について 

歳入決算額 2,120,165,067円 

歳出決算額 2,113,522,806円 

歳入歳出差引残額 

6,642,261円 

財政課 

８０ 平成２９年度伊勢崎市介

護保険特別会計歳入歳出

決算認定について 

歳入決算額 16,017,614,222円 

歳出決算額 15,425,720,978円 

歳入歳出差引残額 

591,893,244円 

財政課 

８１ 平成２９年度伊勢崎市下

水道事業費特別会計歳入

歳出決算認定について 

歳入決算額 3,903,262,625円 

歳出決算額 3,790,881,691円 

歳入歳出差引残額 

112,380,934円 

財政課 

８２ 平成２９年度伊勢崎市農 歳入決算額  573,026,006円 財政課 
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業集落排水事業費特別会

計歳入歳出決算認定につ

いて 

歳出決算額  558,013,881円 

歳入歳出差引残額 

15,012,125円 

８３ 平成２９年度伊勢崎市特

定地域生活排水処理事業

費特別会計歳入歳出決算

認定について 

歳入決算額   22,495,499円 

歳出決算額   18,914,605円 

歳入歳出差引残額 

3,580,894円 

財政課 

８４ 平成２９年度伊勢崎市水

道事業の決算認定につい

て 

※収益的収入及び支出 

 収入   4,107,959,119円 

 支出   3,639,664,590円 

 差引    468,294,529円 

※資本的収入及び支出 

 収入    642,341,060円 

 支出   1,954,806,637円 

 差引  △1,312,465,577円 

資本的収入額が資本的支出額

に不足する額 1,312,465,577

円は、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額

72,932,762 円、過年度分損益

勘定留保資金 39,035,860 円、

当年度分損益勘定留保資金

896,067,762 円、減債積立金

304,429,193円で補塡した。 

財政課 

８５ 平成２９年度伊勢崎市病

院事業の決算認定につい

て 

※収益的収入及び支出 

 収入   14,425,152,343円 

 支出   14,620,635,283円 

 差引    △195,482,940円 

※資本的収入及び支出 

 収入    669,723,700円 

 支出   1,573,026,276円 

 差引   △903,302,576円 

資本的収入額が資本的支出額

に不足する額 903,302,576 円

は、当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額

2,108,449 円、過年度分損益勘

定留保資金 901,194,127 円で

補塡した。 

財政課 

８６ 平成２９年度伊勢崎市介 ※収益的収入及び支出 財政課 
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護老人保健施設事業の決

算認定について 

 収入    245,571,761円 

 支出    239,579,896円 

 差引     5,991,865円 

※資本的収入及び支出 

 収入         0円 

 支出             0円 

 差引              0円 

８７ 平成２９年度伊勢崎市訪

問看護事業の決算認定に

ついて 

※収益的収入及び支出 

 収入     54,271,967円 

 支出     51,782,010円 

 差引     2,489,957円 

※資本的収入及び支出 

 収入         0円 

 支出     1,108,699円 

 差引    △1,108,699円 

資本的収入額が資本的支出額

に不足する額は、建設改良積

立金で補塡した。 

財政課 

条例関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

８８ 伊勢崎市議会議員及び伊

勢崎市長の選挙における

選挙運動用自動車の使用

等の公営に関する条例の

一部を改正する条例案 

 

公職選挙法の一部改正に伴

い、改正の必要を認めたもの 

【概要】 

市議会議員選挙候補者の選

挙運動用ビラの作成の公営、

公費の支払等について定める

もの 

選挙課 

８９ 伊勢崎市行政不服審査法

関係手数料条例及び伊勢

崎市火災予防条例の一部

を改正する条例案 

 

不正競争防止法等の一部を

改正する法律による工業標準

化法の一部改正に伴い、改正

の必要を認めたもの 

【概要】 

 日本工業規格を日本産業規

格に改めるもの 

総務部総

務課 

９０ 伊勢崎市手数料条例の一

部を改正する条例案 

建築基準法の規定による建

築の認定等の審査に係る手数

料を徴収することに伴い、改

正の必要を認めたもの 

【概要】 

⑴ 建築基準法第４３条第２

項第１号の規定による建築

の認定申請に対する審査手

建築指導

課 
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数料を３万３千円と定める

もの 

⑵ 建築基準法第４３条第２

項第２号の規定による建築

の許可申請に対する審査手

数料を３万３千円と定める

もの 

⑶ 建築基準法第８５条第６

項の規定による仮設興行場

等の建築の許可申請に対す

る審査手数料を１２万円と

定めるもの 

補正予算 ９１ 平成３０年度伊勢崎市一

般会計補正予算（第１

号） 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ 629,198 千円を追加し、

総額をそれぞれ 75,129,198 千

円とするもの 

※地方債を補正するもの 

財政課 

９２ 平成３０年度伊勢崎市介

護保険特別会計補正予算

（第１号） 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ 643,630 千円を追加し、

総額をそれぞれ 16,856,378 千

円とするもの 

財政課 

９３ 平成３０年度伊勢崎市下

水道事業費特別会計補正

予算（第１号） 

※歳入歳出予算の総額にそれ

ぞれ 9,965 千円を追加し、総

額をそれぞれ 3,550,639 千円

とするもの 

※地方債を補正するもの 

財政課 

９４ 平成３０年度伊勢崎市病

院事業会計補正予算（第

１号） 

※資本的支出の予定額を補正

するもの 

（補正予定額）  （計） 

  支 出 

10,000千円 1,757,162千円 

※資本的支出に対する資本的

収入の不足額 1,287,366 千円

を過年度分損益勘定留保資金

等で補填するもの 

財政課 

その他 

 

 

９５ 

 

 

町及び字の区域の変更並

びに字の区域の廃止につ

いて 

県営境小此木土地改良事業

の施行に伴い、町及び字の区

域を変更し、並びに字の区域

を廃止する必要を認めたもの 

行政課 
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９６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市文化会館長寿命

化改修工事請負契約の締

結について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※工事名 

 伊勢崎市文化会館長寿命化

改修工事 

※工事場所 

 伊勢崎市文化会館 

※請負代金額 

 金 1,353,240,000円 

※受注者 

 柏井建設・小島建設・岩瀬

工務店伊勢崎市文化会館長

寿命化改修工事特定建設工

事共同企業体 

代表者 伊勢崎市日乃出町

５３１番地４ 

柏井建設株式会社 

代表取締役 柏 井 宏 貴 

文化観光

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市文化会館長寿命

化改修空調設備工事請負

契約の締結について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※工事名 

 伊勢崎市文化会館長寿命化

改修空調設備工事 

※工事場所 

 伊勢崎市文化会館 

※請負代金額 

 金 624,240,000円 

※受注者 

 中西工業・三和水工伊勢崎

市文化会館長寿命化改修空

調設備工事特定建設工事共

同企業体 

代表者 伊勢崎市今井町７

３２番地１ 

中西工業株式会社 

代表取締役 中 西   保 

文化観光

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９８ 

 

 

伊勢崎市文化会館長寿命

化改修電気設備工事請負

契約の締結について 

※契約方法 

 指名競争入札 

※工事名 

伊勢崎市文化会館長寿命化

改修電気設備工事 

文化観光

課 
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※工事場所 伊勢崎市文化会

館 

※請負代金額 

 金 583,200,000円 

※受注者 

マルフク・杉原伊勢崎市文化

会館長寿命化改修電気設備工

事特定建設工事共同企業体 

代表者 伊勢崎市宮子町３４

３８番地６ 

マルフク電気株式会社 

代表取締役 峯 岸 則 幸 

 

 

９９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊勢崎市文化会館長寿命

化改修衛生設備工事請負

契約の締結について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※工事名 

 伊勢崎市文化会館長寿命化

改修衛生設備工事 

※工事場所 

 伊勢崎市文化会館 

※請負代金額 

 金 231,120,000円 

※受注者 

 中央水道・吹上設備工業伊

勢崎市文化会館長寿命化改

修衛生設備工事特定建設工

事共同企業体 

代表者 伊勢崎市平和町１

番１号 

中央水道株式会社 

代表取締役 川 端   護 

文化観光

課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１００ 

 

 

 

 

 

 

市道（伊）２２５号線

（競運橋）橋梁補修工事

（長寿命化修繕計画事

業）請負契約の締結につ

いて 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※工事名 

 市道（伊）２２５号線（競

運橋）橋梁補修工事（長寿

命化修繕計画事業） 

※工事場所 

 伊勢崎市上泉町外地内 

※請負代金額 

 金 147,852,000円 

道路維持

課 
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※受注者 

伊勢崎市山王町１４０７番

地３ 

島久建設株式会社 

代表取締役 島 田 芳 一 

 

 

 １０１ 消防ポンプ自動車の取得

について 

※契約方法 

 指名競争入札 

※取得物品の名称 

 消防ポンプ自動車（ＣＤ－

Ⅰ型） 

※取得物品の数量 

 ２台 

※取得予定価格 

 金 42,098,400円 

※契約の相手方 

 前橋市力丸町４８７番地５ 

株式会社佐藤工業所 

代表取締役 伊 藤 英 明 

消防本部

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高規格救急自動車の取得

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※取得物品の名称 

 高規格救急自動車 

※取得物品の数量 

 １台 

※取得予定価格 

 金 36,255,600円 

※契約の相手方 

 伊勢崎市連取町３３１４番

地２ 

群馬日産自動車株式会社伊

勢崎連取店 

店長 羽 鳥 今 雄 

消防本部

警防課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０３ 

 

 

 

 

 

 

（仮称）新学校給食調理

場厨芥脱水機外の取得に

ついて 

 

 

 

 

 

※契約方法 

 指名競争入札 

※取得物品の名称 

 厨芥脱水機外 

※取得物品の数量 

 １４２台 

※取得予定価格 

 金 76,826,880円 

健康教育

課 
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 ※契約の相手方 

 高崎市和田多中町１３番１

号 

株式会社中西製作所群馬営

業所 

所長 藤 原 崇 史 

 

 

 

１０４ 損害賠償の額を定めるこ

とについて 

伊勢崎市民病院において、

相手方が乳がん手術を受けた

際に右乳房温存術を行うとこ

ろ、右乳房切除術をした事故

について、損害賠償の額を定

めるもの 

企画財政

課 

 １０５ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

 伊勢崎市青少年育成センター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市昭和町３９１８番

地 

公益財団法人伊勢崎市公共

施設管理公社 

理事長 内 川 芳 明 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

生涯学習

課 

 

 

 

 

１０６ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市児童センター 

伊勢崎市境児童センター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

子育て支

援課 

 

 

 

１０７ 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市ちびっこセンター 

子育て支

援課 
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※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市福島町２番地１ 

伊勢崎市福島町区 

区長 井 上 行 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

１０８ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市福祉作業所 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市柴町８９６番地４ 

社会福祉法人伊勢崎市愛の

はぐるま会 

理事長 金 子   弘 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

障害福祉

課 

１０９ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市桑の実福祉作業所 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市境女塚２８８３番

地１ 

社会福祉法人桑の実福祉会 

理事長 吉 岡 昭 一 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

障害福祉

課 

１１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

 

 

 

 

 

 

 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市ふくしプラザ 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

高齢政策

課 
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１１１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市ふれあいセンター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

高齢政策

課 

 

 

１１２ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市みやまセンター 

伊勢崎市高齢者生きがいセ

ンター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

高齢政策

課 

１１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市境社会福祉センター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

高齢政策

課 

 

 

 

 

 

 

 

１１４ 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市境地域福祉センター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市上泉町１５１番地 

高齢政策

課 
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 社会福祉法人伊勢崎市社会

福祉協議会 

会長 根 岸 昭 雄 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１５ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市文化会館 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市昭和町３９１８番

地 

公益財団法人伊勢崎市公共

施設管理公社 

理事長 内 川 芳 明 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

文化観光

課 

１１６ 公の施設の指定管理者の

指定について 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市境総合文化センター 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市昭和町３９１８番

地 

公益財団法人伊勢崎市公共

施設管理公社 

理事長 内 川 芳 明 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

文化観光

課 

１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

 

 

 

 

 

 

 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市華蔵寺公園遊園地 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市昭和町３９１８番

地 

公益財団法人伊勢崎市公共

施設管理公社 

理事長 内 川 芳 明 

文化観光

課 
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※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

 

 

 

１１８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

公の施設の指定管理者の

指定について 

 

 

 

 

 

 

 

※指定管理者に管理を行わせ

る施設 

伊勢崎市民プラザ 

※指定管理者に指定するもの 

伊勢崎市昭和町３９１８番

地 

公益財団法人伊勢崎市公共

施設管理公社 

理事長 内 川 芳 明 

※指定する期間 

平成３１年４月１日から平

成３６年３月３１日まで 

商工労働

課 

 

 

 

 

 

 

１１９ 市道路線の廃止について ５路線 道路維持

課 

 


